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医療安全管理に関する取り組み事項

医療安全を管理するため、医療安全推進委員会・医療機器安全管理委員会・放射線安全管理委員会・医療放

射線安全管理員会・医療ガス安全管理委員会・感染対策委員会・虐待対策委員会・リスクマネジメント委員

会を設置しています。

そして医療安全管理を総合的かつ組織横断的に検討するために医療安全管理委員会を設置し、医療安全管理

課、医療安全管理者が連携し医療安全管理に取り組んでいます。

医療安全を管理するための部門として医療安全管理部を設け、そのなかに医療安全管理課、感染防止対策課

を置いています。

医療安全管理に関する基本的な考え方や医療事故予防・再発防止の具体的な方策を周知徹底することにより、

個々の職員の安全に対する意識を高め、安全文化を醸成し、安全に業務を遂行するための能力の向上を図る

ことを目的として、全職員を対象に研修を行っています。

当院内で発生した医療事故・インシデントを収集する報告制度を整備しています。必要と判断された事例は、発

生状況、原因などの分析を行い、医療事故の発生及び再発防止策を検討して職員にフィードバックされます。

・患者さん、ご家族等からの病状や治療方針などに関する

　相談に対応するための窓口を設置しています。

・当院の「患者サポート窓口」の担当者と連携していますので、

　ご相談の際は「患者サポート窓口」までお越し下さい。

・また、これらのことで患者さん等が不利益を受けないよう

　努めます。

1. 基本理念

2. 医療安全を管理するための専門担当者の配置について

3. 医療安全を管理するための委員会の設置について

4. 医療安全を管理するための部門の設置について

5. 医療安全管理のための研修について

6. 医療事故を防止するための情報収集、分析、対策立案、フィードバック

7. 患者さん、ご家族等からの相談への対応窓口について

当施設は、医療従事者の個人と医療施設の組織の両面から事故防止対策を推し進めることによって、医療事

故の発生を未然に防ぎ、患者さんが安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とします。

当施設は、医療安全対策加算１を算定し、その施設基準をみたしています。　医療安全管理をシステムの問

題として捉え、医療安全を担当する医師（副院長）、医療安全の専従者（医療安全管理者）、医薬品の安全使

用のための管理者（医薬品安全管理責任者）、医療機器の安全使用のための責任者（医療機器安全管理責任

者）を配置しています。
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